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は
じ
め
に

　
議
会
政
党
政
治
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
で
近
代
的
な
政
党
制
が
い
つ

頃
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
か
は
、
長
く
イ
ギ
リ

ス
政
治
史
研
究
の
重
要
な
論
争
点
と
な
っ
て
い
る
（
１
）

。
二
〇
世
紀
の
半

ば
に
は
ネ
ー
ミ
ア
が
、
近
代
的
な
政
党
制
の
存
在
を
一
八
世
紀
の
イ

ギ
リ
ス
に
認
め
た
伝
統
的
な
ホ
イ
ッ
グ
史
学
を
根
底
か
ら
否
定
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
が
、
一
八
世
紀
の
政
党
自
体
を
軽
視
す
る
ネ
ー
ミ

ア
学
派
の
見
解
も
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
ネ
オ
・

ホ
イ
ッ
グ
の
研
究
者
の
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
末
ま
で
に
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
政
党
の
継
続
的
な
存
在
は
当
然
視
さ
れ
る
に
い
た
り
、
今
日
で

は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
二
大
政
党
制
と
い

う
近
代
的
な
政
党
政
治
の
シ
ス
テ
ム
が
出
現
し
て
く
る
と
い
う
点
が

中
心
的
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

点
に
関
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
説
の
ひ
と
つ
が
、
一
七
八
二
年
か
ら

八
四
年
の
い
わ
ゆ
る
「
国
制
危
機
」
の
過
程
で
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世

と
ホ
イ
ッ
グ
党
が
政
党
の
国
制
／
国
政
上
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
激
し

く
争
い
、
そ
の
結
果
誕
生
し
た
小
ピ
ッ
ト
首
相
の
ト
ー
リ
与
党
（
２
）

対

フ
ォ
ッ
ク
ス
指
導
下
の
ホ
イ
ッ
グ
野
党
の
対
立
関
係
が
以
後
約
二
〇

年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
政
党

制
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
の
「
国
制
危
機
」
と
、
そ
れ
に
続
い
た
ピ
ッ
ト
・

フ
ォ
ッ
ク
ス
指
導
下
の
与
野
党
対
峙
の
時
期
が
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
政

党
制
成
立
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
す
る
議
論
を
、「
国

制
危
機
」
の
末
期
に
起
こ
っ
た
あ
る
政
治
的
動
き
に
着
目
す
る
こ
と

研
究
ノ
ー
ト

セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
イ
ギ
リ
ス
近
代
政
党
制
の
成
立

　

青
　
木
　
　
　
康
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・
オ
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ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
イ
ギ
リ
ス
近
代
政
党
制
の
成
立
（
青
木
）

で
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
七
八
四
年
初
頭
、
そ
の
活
動
の

拠
点
と
な
っ
た
場
所
に
ち
な
ん
で
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー

ン
・
グ
ル
ー
プ( St Alban's Tavern group

、
以
下
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
と
呼
ば
れ
る
下
院
議
員
の
集
団
が
、
激

し
く
対
立
す
る
小
ピ
ッ
ト
の
与
党
と
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
野
党
の
双
方
に

和
解
を
求
め
る
声
を
あ
げ
た
。
し
か
し
彼
ら
の
試
み
は
奏
功
せ
ず
、

危
機
は
、
国
王
の
支
持
を
受
け
た
ピ
ッ
ト
首
相
の
与
党
が
一
七
八
四

年
春
の
総
選
挙
で
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
ホ
イ
ッ
グ
野
党
に
大
勝
す
る
こ
と

で
終
息
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
た
こ
と
に

よ
り
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
動
き
は
、
政
治
史
研
究
者
か
ら
必
ず
し
も
十
分

な
注
目
を
集
め
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
下
院
で
の
与

野
党
勢
力
が
伯
仲
し
て
い
た
当
時
に
、
下
院
全
体
の
一
四
パ
ー
セ
ン

ト
に
も
あ
た
る
七
八
人
の
議
員
（
３
）

を
糾
合
し
た
行
動
が
政
局
の
動
向
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
情
を
調
べ
て
み
る

こ
と
は
、
当
時
の
政
治
状
況
、
特
に
彼
ら
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け

た
与
野
党
両
勢
力
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
役
立
つ
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
属
し
た
下
院
議
員
七
八
人
の

分
析
に
重
点
を
お
い
て
、
彼
ら
の
与
野
党
和
解
の
試
み
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
事
情
を
考
察
し
、
そ
の
考
察
結
果
が
、
上
述
の
一
七
八
〇
年

代
に
注
目
し
て
近
代
政
党
制
の
成
立
を
考
え
よ
う
と
す
る
議
論
に
も

整
合
的
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ

　
最
初
に
、
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
を
め

ぐ
る
動
き
を
、
一
七
八
二
年
春
か
ら
八
四
年
春
に
か
け
て
の
「
国
制

危
機
」
の
文
脈
に
位
置
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
４
）

。

　
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
敗
色
が
決
定
的
に
な
っ
た

一
七
八
二
年
春
、
長
く
政
権
を
担
当
し
戦
争
を
指
導
し
て
き
た
ノ
ー

ス
首
相
が
退
陣
に
追
い
込
ま
れ
、
野
党
ホ
イ
ッ
グ
党
の
ロ
ッ
キ
ン
ガ

ム
侯
爵
が
政
権
の
座
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ホ
イ
ッ
グ
党
の
政
治

家
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
政
治
的
影
響
力
の
大
き

さ
を
強
く
批
判
し
て
お
り
、
新
政
権
の
組
閣
に
あ
た
っ
て
は
、
国
王

よ
り
も
議
会
内
の
有
力
政
党
で
あ
る
自
党
の
意
向
を
優
先
さ
せ
よ
う

と
し
た
こ
と
か
ら
、
閣
僚
の
任
免
権
は
国
王
の
国
制
上
の
権
限
で
あ

る
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
と
鋭
く
対
立
し
、
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム
政
権

と
国
王
の
関
係
は
緊
張
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。
同
年
七
月

に
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム
首
相
は
病
没
し
、
国
王
の
一
方
的
な
意
に
よ
っ

て
、
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム
政
権
の
内
相
で
あ
っ
た
シ
ェ
ル
バ
ー
ン
伯
爵
を

首
相
と
す
る
政
権
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
に
強
く
反
発
し
た
ホ
イ
ッ
グ

党
の
後
継
指
導
者
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
下
野
し
て
、
仇
敵
の
ノ
ー
ス
と
手

を
組
ん
で
シ
ェ
ル
バ
ー
ン
政
権
を
打
倒
し
、
一
七
八
三
年
四
月
に
は

フ
ォ
ッ
ク
ス
＝
ノ
ー
ス
連
合
（coalition

）
政
権
の
成
立
を
国
王
に

し
ぶ
し
ぶ
認
め
さ
せ
た
。同
政
権
下
で
は
、ジ
ョ
ー
ジ
三
世
と
フ
ォ
ッ
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ク
ス
ら
ホ
イ
ッ
グ
政
治
家
と
の
対
立
は
い
っ
そ
う
厳
し
い
も
の
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
一
二
月
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
は
、
政
府
提
出

の
重
要
法
案
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
法
案
を
国
王
の
影
響
力
を
用
い
て
貴

族
院
で
の
否
決
に
追
い
込
み
、
そ
の
機
を
と
ら
え
て
連
合
政
権
を
更

迭
し
て
、
シ
ェ
ル
バ
ー
ン
政
権
時
に
は
蔵
相
を
務
め
て
い
た
小
ピ
ッ

ト
を
首
相
と
す
る
政
権
を
誕
生
さ
せ
た
。

　
一
七
八
四
年
初
頭
の
議
会
で
、
連
合
政
権
更
迭
・
ピ
ッ
ト
政
権
任

命
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
与
野
党
は
激
し
く
対
立
し
た
が
、
旧
連
合

政
権
の
更
迭
ま
で
下
院
に
お
い
て
は
安
定
し
た
支
持
を
得
て
い
た

フ
ォ
ッ
ク
ス
側
の
勢
力
は
手
強
く
、
ピ
ッ
ト
首
相
は
重
要
な
下
院
の

表
決
で
繰
り
返
し
敗
れ
た
。
し
か
し
、ジ
ョ
ー
ジ
三
世
も
ピ
ッ
ト
も
、

政
権
交
代
を
要
求
す
る
フ
ォ
ッ
ク
ス
ら
の
主
張
を
け
っ
し
て
受
け
入

れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
閣
僚
任
免
権
を
め
ぐ
る
国

王
対
政
党
の
国
制
上
の
対
立
は
膠
着
状
態
に
陥
り
、
政
治
は
混
迷
の

度
を
深
め
た
。
一
月
二
六
日
、
こ
の
事
態
を
憂
い
て
セ
ン
ト
・
オ
ル

バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
に
集
ま
っ
た
数
十
名
の
下
院
議
員
は
、
与
野
党

の
両
「
党
派
の
合
同
」（an union of parties

）
を
求
め
る
声
明

を
発
し
た
。Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員
は
そ
れ
以
後
も
集
会
を
重
ね
て
、ピ
ッ

ト
首
相
や
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
＝
ノ
ー
ス
連
合
政
権
の
首
相
で
あ
っ
た
ホ

イ
ッ
グ
党
の
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
公
爵
と
交
渉
を
行
っ
た
。
ま
た
、
二
月

二
日
に
は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
座
長
を
務
め
た
グ
ロ
ヴ
ナ
ー
が
下
院
に

お
い
て
、「
確
固
た
る
、
有
能
で
、
拡
大
さ
れ
た
、
統
合
政
権
」（a 

firm
, efficient, extended, united adm

inistration

）
を
求
め

る
動
議
を
提
出
し
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

実
際
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
か
ら
の
与
野
党
和
解
の
要
請
を
受
け
た
ピ
ッ
ト
も

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
公
爵
も
、
そ
の
求
め
に
は
喜
ん
で
応
じ
る
旨
の
回
答

を
送
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
ピ
ッ
ト
は
「
原
理
と
名
誉

を
失
う
こ
と
な
く
そ
う
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
」
と
の
条
件
を
付
け
、

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
公
爵
は
、「
ピ
ッ
ト
が
現
に
官
職
に
あ
る
こ
と
が
も
っ

と
も
難
点
で
あ
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
両
陣
営
と
も
互
い
の
立
場
を

実
質
的
に
譲
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
両
派
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

が
求
め
た
よ
う
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
な
く
、
与
野
党
融
和
を
働
き
か

け
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
動
き
は
、
成
果
の
な
い
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
間
、
下
院
で
の
表
決
に
繰
り
返
し
敗
れ
て
も
頑
張
り
続
け
る

ピ
ッ
ト
の
ね
ば
り
に
野
党
ホ
イ
ッ
グ
党
は
攻
め
あ
ぐ
ね
、
彼
ら
が
下

院
で
有
し
て
い
た
数
的
優
位
は
減
少
し
て
い
き
、
三
月
の
半
ば
に
は

完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ピ
ッ
ト
は
政
局
の
主
導
権
を
握

り
、
三
月
二
五
日
に
は
議
会
が
解
散
さ
れ
た
。
五
月
に
か
け
て
行
わ

れ
た
総
選
挙
の
結
果
は
ピ
ッ
ト
与
党
の
大
勝
で
、
二
年
間
に
お
よ
ん

だ
「
国
制
危
機
」
は
完
全
に
終
息
し
、
こ
れ
以
後
ピ
ッ
ト
は
二
〇
年

近
く
ホ
イ
ッ
グ
野
党
の
追
及
を
退
け
て
、
首
相
の
地
位
を
守
る
こ
と

に
な
る
。
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二
　
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー

　
一
七
八
四
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
激
し
く
対
立
す
る
ピ
ッ

ト
与
党
と
フ
ォ
ッ
ク
ス
野
党
の
和
解
を
実
現
し
よ
う
と
努
め
た
セ
ン

ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
下
院
議
員
と

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
に
お
い
て
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
一
八
世
紀
（
か
ら
一
九
世
紀
初

頭
）
の
イ
ギ
リ
ス
の
下
院
議
員
の
行
動
、
特
に
、
議
員
と
そ
の
選
出

区
と
の
関
係
に
深
く
か
か
わ
る
選
出
区
移
動
（
す
な
わ
ち
、
議
員
が

選
挙
区
を
移
る
）
と
い
う
現
象
を
分
析
す
る
の
に
用
い
た
下
院
議
員

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
六
つ
の
指
標
を
利
用
し
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
七
八
人

の
下
院
議
員
が
各
指
標
で
ど
の
よ
う
な
数
値
を
示
す
か
を
調
べ
、
そ

れ
を
議
員
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
て
い
る
近
接
し
た
時
期
（
今
回

の
場
合
は
一
七
八
七
年
二
月
時
点
）
の
下
院
議
員
全
体
の
数
値
と
比

較
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
（
５
）
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員
た
ち
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
分
析
の
対
象
と
な
る
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
属
す

る
下
院
議
員
七
八
人
は
、
次
頁
に
掲
げ
た
「
図
表
１
　
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の

下
院
議
員
一
覧
（
６
）
」の
と
お
り
で
あ
る
。こ
れ
ら
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー

の
議
員
履
歴
を
調
べ
（
７
）
、得
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
、筆
者
が
作
成
し
た
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
登
載
さ
れ
て
い
る
、
一
七
八
七
年
二
月
時
点
の
全
下
院

議
員
五
五
六
人
（
８
）

の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員
が
選
出
さ
れ
て
き
た
選
挙
区
に
注
目
す

る
と
、
相
対
的
に
多
数
の
有
権
者
を
擁
し
て
地
域
社
会
を
代
表
す
る

貴
顕
の
士
を
選
出
す
る
こ
と
が
多
く
、
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
が
高
い
と

さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
州
選
挙
区
や
開
放
型
都
市
選
挙
区
か
ら
選

出
さ
れ
て
い
る
事
例
が
目
立
ち
、
七
八
人
中
二
七
人
、
三
五
パ
ー
セ

ン
ト
に
お
よ
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
全
下
院
議
員
で
は
、
そ
の
割

合
は
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
議
員
の
な
か
に
は
、

初
当
選
し
て
数
年
間
議
員
を
務
め
た
だ
け
で
再
選
さ
れ
る
こ
と
な
く

下
院
を
去
る
者
も
い
れ
ば
、複
数
回
の
当
選
を
繰
り
返
す
者
も
い
る
。

下
院
全
体
で
見
る
と
、
一
回
の
当
選
の
み
で
下
院
を
離
れ
て
し
ま
う

と
い
う
議
員
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
五
〇
人
）
に
達
し
た
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ

Ｇ
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
う
し
た
議
員
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
三
人
）

に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ご
く
簡
単
な
予
備
的
な
検
討
だ
け
か
ら

も
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
が
、
当
時
の
下
院
の
な
か
で
、
そ
の
意
向
が
重
ん
じ

ら
れ
て
よ
い
、
相
対
的
に
実
力
を
も
っ
た
議
員
の
集
団
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
続
い
て
、
議
員
と
選
出
区
と
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
の
六
つ
の

指
標
を
利
用
し
た
議
論
に
移
ろ
う
。
第
一
の
指
標
は
、
下
院
議
員
と

し
て
の
生
涯
の
う
ち
に
、
い
く
つ
の
選
挙
区
を
代
表
し
た
こ
と
が
あ

る
か
を
示
す
生
涯
選
出
区
数
で
あ
る
。
初
当
選
し
た
選
挙
区
で
長
年

議
員
を
務
め
選
挙
区
を
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
生
涯
選
出

区
数
は
一
、一
度
だ
け
移
動
し
て
別
の
選
挙
区
か
ら
も
議
会
に
出
た
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                                図表１ ＳＡＴＧの下院議員一覧
No. 議員名(姓, 名) 選出区名 No. 議員名(姓, 名) 選出区名

1 Annesley，Francis Reading 40 Lygon，William Worcestershire

2 Barrington，John Newtown I.o.W. 41 Mann, Horatio Maidstone

3 Berkeley，George C. Gloucestershire 42 Marsham，Charles Kent

4 Wilbraham Bootle，R Chester 43 Mawbey，Joseph Surrey

5 Bouverie，William H Salisbury 44 Mostyn，Roger Flintshire

6 Bramston，Thomas B. Essex 45 Parry，John Caernarvonshire

7 Bulkeley, Thomas James Anglesey 46 Peirse，Henry Northallerton

8 Buller，John West Looe 47 Pochin，William Leicestershire

9 Cornewall，George Herefordshire 48 Powys，Thomas Northamptonshire

10 Cotton，Robert S. Cheshire 49 Praed，William St.Ives

11 Dawes，John Tregony 50 Purling，John Weymouth & M.Regis

12 Dimsdale，Thomas Hertford 51 Rawlinson，Walter Queenborough

13 Drake，William Amersham 52 Rawlinson，Abraham Lancaster

14 Elphinstone，G. K. Dunbartonshire 53 Rawlinson, Henry Liverpool

15 Fitzroy, George Henry Thetford 54 Ridley，Matthew W. Newcastle-upon-Tyne

16 Ewer，William Dorchester 55 Rolle，John Devonshire

17 Fraser, Archibald Campbell Inverness-shire 56 Boughton Rouse，C.W Evesham

18 Gilbert，Thomas Lichfield 57 Scott，Thomas Bridport

19 Goddard，Ambrose Wiltshire 58 Shuckburgh，G.A.W. Warwickshire

20 Graham, George Kinross-shire 59 Sibthorp, Humphrey Boston

21 Gough，Henry Bramber 60 Sinclair, John Caithness

22 Grosvenor，Thomas Chester 61 Skipwith, Thomas G. Steyning

23 Hammet，Benjamin Taunton 62 Sloper，William Ch. St.Albans

24 Harley，Thomas Herefordshire 63 Smith，Robert Nottingham

25 Harvey, Eliab Maldon 64 Smyth，Robert Colchester

26 Hoghton，Henry Preston 65 Smyth，John Pontefract

27 Holdsworth，Arthur Dartmouth 66 Spencer Stanhope，Walter Haslemere

28 Honywood，Filmer Kent 67 Stanley，Thomas Lancashire

29 Hotham, Richard Southwark 68 Strutt，John Maldon

30 Howard，George Stamford 69 Manners Sutton，John Newark

31 Hussey，William Salisbury 70 Taylor，Clement Maidstone

32 Keene, Benjamin Cambridge 71 Tempest，John Durham

33 Kemp，Thomas Lewes 72 Thistlethwayte，R. Hampshire

34 Knight，Richard P. Leominster 73 Thompson, Beilby Thirsk

35 Lawley，Robert Warwickshire 74 Trevelyan，John Somerset

36 Lemon,William Cornwall 75 Whitmore，Thomas Bridgnorth

37 Tylney Long，James Devizes 76 Warren, John Borlase Great Marlow

38 Luttrell，James Stockbridge 77 Wilmot，John Eardley Tiverton

39 Luttrell, Henry Lawes Bossiney 78 Wynn，Glyn Caernarvon Boroughs
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こ
と
が
あ
る
と
い
う
場
合
の
区
数
は
二
、
そ
れ
に
対
し
て
、
何
度
も

移
動
を
繰
り
返
し
下
院
議
員
の
生
涯
で
四
つ
の
選
挙
区
を
代
表
し
た

経
験
が
あ
る
議
員
の
生
涯
選
出
区
数
は
四
で
あ
る
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議

員
七
八
人
の
平
均
生
涯
選
出
区
数
は
一
・
五
四
で
あ
る
が
、
下
院
全

体
で
見
る
と
一
・
七
九
と
か
な
り
の
差
が
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
属
し
た
議
員
に
は
、
選
挙
区
を
移
り
た
が
ら
な
い
、
あ

る
い
は
移
る
必
要
の
な
か
っ
た
者
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。

　
第
二
の
指
標
は
地
元
率
で
、
自
分
の
主
要
な
土
地
財
産
等
の
所
在

す
る
地
元
の
選
挙
区
か
ら
議
会
に
出
て
い
る
議
員
が
ど
れ
く
ら
い
の

割
合
で
含
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員

で
は
地
元
率
は
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
か
な
り
高
い
水
準
に
あ
る
が
、

全
議
員
で
調
べ
る
と
、
一
八
世
紀
の
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
の
初
頭
に

か
け
て
地
元
率
の
低
下
が
進
ん
で
お
り
、
一
七
八
七
年
時
点
の
議
員

で
は
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
下
院
議
員
は
地
元
の
地
域
社

会
の
代
表
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
一
七
八
七
年
時
点
の
下
院
全
体
で

見
る
な
ら
ば
、
地
元
を
代
表
し
て
い
る
議
員
は
三
分
の
二
を
下
回
っ

て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
断
言
を
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
と
い
う
の
は
、
地
元

代
表
と
い
う
伝
統
的
な
古
い
形
を
相
対
的
に
よ
く
残
し
て
い
る
議
員

集
団
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
三
の
指
標
は
州
内
率
で
、
州
内
議

員（
複
数
回
当
選
を
重
ね
な
が
ら
、選
出
区
の
移
動
を
経
験
し
な
か
っ

た
か
、
移
動
を
経
験
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
選
出
区
が
す
べ
て
同
一

州
内
に
あ
っ
た
と
い
う
議
員
）
の
割
合
を
調
べ
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

の
議
員
に
は
州
内
議
員
が
相
対
的
に
多
く
含
ま
れ
、
州
内
率
は
七
三

パ
ー
セ
ン
ト
を
保
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
下
院
全
体
の
数
値

は
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
く
、
下
院
議
員
は
、
州
境
を
越
え
て
選
挙

区
を
変
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
（
複
数
回
当
選
議
員

の
半
分
が
州
境
を
越
え
た
移
動
を
す
る
）
と
い
う
状
況
に
近
づ
い
て

き
て
い
る
。

　
第
四
の
指
標
、
同
議
席
連
続
年
数
（
同
じ
選
挙
区
で
何
年
間
連
続

し
て
議
員
を
務
め
た
か
）
で
は
、
そ
こ
ま
で
目
立
っ
た
差
は
出
て
い

な
い
が
、
下
院
全
体
の
平
均
で
は
一
四
・
七
に
対
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

で
は
一
七
・
三
と
や
や
長
く
な
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員
に
つ

い
て
は
、
選
出
区
と
の
関
係
が
よ
り
継
続
的
で
あ
る
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。
第
五
の
指
標
で
あ
る
議
席
中
断
経
験
率
は
、
下
院
議
員
と
し

て
の
生
涯
の
う
ち
に
、
議
席
の
な
い
時
期
を
経
験
し
た
議
員
が
ど
れ

ほ
ど
い
る
か
を
調
べ
て
い
る
。
議
員
が
下
院
か
ら
一
時
的
に
離
れ
る

理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
、
例
え
ば
外
交
官
と
し
て
在
外
勤
務
に
就

く
か
ら
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
議
席
の
中
断
、
す
な

わ
ち
落
選
に
よ
る
議
席
喪
失
と
は
限
ら
な
い
が
、
一
般
的
に
、
自
分

の
選
出
区
と
の
関
係
が
緊
密
で
、
有
権
者
か
ら
安
定
し
た
強
い
支
持

を
受
け
て
い
る
議
員
で
あ
れ
ば
、
議
席
中
断
を
経
験
す
る
可
能
性
は

小
さ
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
複
数
回
当
選
議
員
が
議
席
中
断
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を
経
験
す
る
割
合
は
、
下
院
全
体
で
は
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高

さ
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
場
合
、
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま
っ

た
。
こ
こ
ま
で
の
五
つ
の
指
標
は
、
す
べ
て
同
じ
方
向
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

に
は
、
地
元
の
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
、
選
出
区
と
安
定
し
た
関
係

を
保
持
し
て
お
り
、
遠
隔
の
他
選
挙
区
で
の
選
出
な
ど
は
望
ま
な
い
議

員
が
相
対
的
に
多
い
と
い
う
結
論
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
最
後
の
第
六
の
指
標
、
官
職
就
任
に
よ
る
議
員
辞
職
経
験
率
は
、

や
や
異
質
の
指
標
で
あ
る
。
一
七
〇
七
年
以
降
、
下
院
議
員
は
国
王

の
任
命
す
る
有
給
の
官
職
に
就
任
す
る
な
ど
の
際
に
は
、
い
っ
た
ん

議
員
を
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
（
９
）
、
こ
の
指
標

は
、
あ
る
議
員
集
団
に
、
こ
の
制
度
に
よ
り
議
員
の
職
を
辞
し
た
経

験
の
あ
る
議
員
が
、
す
な
わ
ち
国
王
か
ら
官
職
等
を
受
け
た
こ
と
の

あ
る
議
員
が
、
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
も
の
で
あ

る
。
一
八
世
紀
に
は
、
下
院
議
員
が
官
職
に
就
く
こ
と
は
そ
の
独
立

性
を
そ
こ
な
う
の
で
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
国
民
感
情
が
根
強
く
あ

り
、
選
出
区
と
の
関
係
を
重
視
す
る
議
員
は
、
選
挙
区
民
の
そ
う
し

た
心
情
に
も
配
慮
し
て
官
職
へ
の
就
任
を
望
ま
ず
、
結
果
と
し
て
議

員
辞
職
の
機
会
が
相
対
的
に
少
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

こ
の
指
標
も
議
員
と
選
出
区
の
つ
な
が
り
の
強
弱
を
反
映
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
は
、
一
七
八
七
年
の

下
院
全
体
の
議
員
辞
職
経
験
率
が
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
明
ら
か
に
低
い
数
値
を
示

し
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
は
選
出
区
と
の
つ
な
が
り
の
強
い
議
員
が
多
い
と

い
う
、
指
標
の
一
か
ら
五
で
考
え
て
き
た
結
論
が
、
こ
こ
で
も
確
認

さ
れ
た
。

　
以
上
の
所
属
下
院
議
員
の
分
析
か
ら
、
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・

タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
の
選
挙
区
か
ら
議

会
に
選
出
さ
れ
、
長
年
変
わ
る
こ
と
な
く
そ
こ
で
議
席
を
保
持
し
、

政
府
の
役
職
に
就
い
て
中
央
政
府
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
地
域

の
利
害
を
代
表
す
る
こ
と
の
で
き
る
議
員
、
す
な
わ
ち
、
近
世
イ
ギ

リ
ス
の
下
院
議
員
の
伝
統
的
理
念
型
に
近
い
よ
う
な
議
員
が
、
相
対

的
に
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
で
は
、
そ
の

よ
う
な
タ
イ
プ
の
議
員
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
の
世

界
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
の
「
三
　
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
下
院
議
員
の
分
類
」
で
は
、
こ

の
問
題
を
考
察
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
一
七
八
四
年

初
頭
の
動
き
が
政
治
的
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
失
敗
に
終
わ
っ

た
事
情
に
迫
っ
て
み
た
い
。

三
　
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
下
院
議
員
の
分
類

　
一
八
世
紀
（
少
な
く
と
も
一
八
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
）
の
イ
ギ

リ
ス
に
は
、
ホ
イ
ッ
グ
党
と
ト
ー
リ
党
に
よ
る
近
代
的
な
政
党
制
が

成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ネ
ー
ミ
ア
が
十
分
な
説
得
力
を
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も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
以
後
、
一
八
世
紀
の
議
会
政
治
を
理
解
す
る

に
は
、
下
院
議
員
を
、
ホ
イ
ッ
グ
・
ト
ー
リ
と
い
う
政
党
の
ラ
ベ
ル

に
よ
っ
て
二
分
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
的
な
行
動
様
式
か

ら
、
三
つ
の
タ
イ
プ
、
す
な
わ
ち
、「
政
治
家｣

(politicians)

、「
宮

廷
・
行
政
府
党
」(court and adm

inistration party)

、「
独
立
派
」

(independents)

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
最
初
に
、
こ
の
下
院
議
員
三
タ
イ
プ
論
の
要
点
を
、「
図
表
２

　
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
下
院
の
構
造
」
も
用
い
て
、
述
べ
て
お
こ
う）
（1
（

。

　
ま
ず
、「
政
治
家
」
タ
イ
プ
は
、
自
分
た
ち
の
主
張
す
る
政
策
を

実
現
し
よ
う
と
議
会
で
の
論
戦
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
与
野
党
の

領
袖
や
、そ
の
配
下
の
議
員
た
ち
で
、彼
ら
の
望
み
は
、政
権
を
握
り
、

閣
僚
な
ど
の
権
力
あ
る
地
位
を
得
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
ら
は
、
一
八

世
紀
に
あ
っ
て
、
今
日
の
政
治
家
に
も
あ
る
程
度
近
い
ふ
る
ま
い
を

す
る
人
び
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
数
は
せ
い
ぜ
い
一
〇
〇
人
程
度
で

あ
っ
た
。
そ
の
次
の
「
宮
廷
・
行
政
府
党
」
タ
イ
プ
は
、
自
ら
の
官

職
や
利
権
を
安
定
的
に
保
持
す
る
た
め
に
、
つ
ね
に
与
党
側
と
し
て

政
府
の
提
案
に
賛
成
す
る
行
動
を
と
っ
た
議
員
た
ち
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
、
図
表
２
の
「
宮
廷
・
行
政
府
党
」
の
ボ
ッ
ク
ス
は
、
与
野

党
を
分
か
つ
中
央
の
縦
線
の
左
側
に
し
か
存
在
し
な
い
。
今
日
の
議

会
政
治
で
は
見
ら
れ
な
い
（
存
在
を
許
さ
れ
な
い
）
こ
の
タ
イ
プ
の
議

員
が
、
一
八
世
紀
の
下
院
に
は
一
〇
〇
人
以
上
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
議
員
が

図表２ １８世紀イギリス下院の構造

与  党 野  党

政  治  家

　　宮　廷　・
　　　　行　政　府　党

独  立  派
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議
会
政
治
を
日
常
的
に
動
か
し
て
い
た
が
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
も
せ

い
ぜ
い
二
〇
〇
人
強
に
し
か
な
ら
ず
、
残
る
三
〇
〇
人
程
度
の
下
院

議
員
は
、
第
三
の
タ
イ
プ
「
独
立
派
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
独

立
派
」
は
前
二
者
の
タ
イ
プ
と
は
異
な
っ
て
、
権
力
を
握
る
と
か
官

職
や
利
権
を
保
持
す
る
と
い
っ
た
、
議
員
を
務
め
る
う
え
で
の
は
っ

き
り
と
し
た
目
的
が
な
い
の
で
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
政
界
領
袖
の

指
示
に
忠
実
に
従
っ
て
下
院
議
員
と
し
て
の
日
々
の
務
め
に
励
む
と

い
っ
た
必
要
も
感
じ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
、
誰
に
も

支
配
さ
れ
ず
、
自
由
に
ふ
る
ま
う
こ
と
の
で
き
る
独
立
派
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
な
り
う
る
人
の
多
く
は
、
地
元
の
地
域
社

会
の
代
表
者
と
し
て
ご
く
自
然
に
議
会
入
り
を
果
た
し
、
そ
の
選
挙

区
で
長
年
に
わ
た
っ
て
議
員
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た「
地
方
紳
士
」

（country gentlem
an

）
で
あ
っ
た
。「
二
　
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン

ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
」
の
最
後
に
近
い
部
分
で

Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
、「
そ
れ
ぞ

れ
の
地
元
の
選
挙
区
か
ら
議
会
に
選
出
さ
れ
、
長
年
変
わ
る
こ
と
な

く
そ
こ
で
議
席
を
保
持
し
、
政
府
の
役
職
に
就
い
て
中
央
政
府
に
取

り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
地
域
の
利
害
を
代
表
す
る
こ
と
の
で
き
る
議

員
」
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
独
立
派
」
タ
イ
プ
の
典
型
的
な

下
院
議
員
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
タ
イ
プ
の
議
員
は
行
動
の
独
立
性
が
高
く
、
日
々
の
議
事
に

参
加
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
熱
心
で
な
か
っ
た
。し
か
し
な
が
ら
、

「
独
立
派
」の
人
び
と
も
国
政
上
の
問
題
に
ま
っ
た
く
関
心
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
の
な
か
に
は
、
中
央
の
行
政
府
に

対
す
る
警
戒
心
か
ら
野
党
の
「
政
治
家
」
の
方
を
支
持
す
る
傾
向
が

強
か
っ
た
野
党
系
の
独
立
派
と
、
国
王
が
任
命
し
た
時
の
政
権
を
通

常
は
支
持
し
よ
う
と
し
た
与
党
系
の
独
立
派
の
両
方
が
存
在
し
て
い

た
。
図
表
２
に
お
い
て
、「
独
立
派
」
の
ボ
ッ
ク
ス
が
、
与
野
党
を

分
け
る
中
央
線
を
ま
た
が
っ
て
左
右
に
伸
び
て
い
る
の
は
、
そ
の
た

め
で
あ
る
。

　
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
七
八
四

年
一
月
の
グ
ル
ー
プ
結
集
以
前
の
表
決
行
動
を
調
べ
て
み
る
と）
（（
（

、
同

グ
ル
ー
プ
が
与
党
系
の
独
立
派
と
野
党
系
の
独
立
派
と
の
混
成
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
独
立
派
」
タ
イ
プ
の
議
員
の
表
決

行
動
は
、「
政
治
家
」、「
宮
廷
・
行
政
府
党
」
タ
イ
プ
と
比
較
し
て
、

安
定
性
や
継
続
性
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
与
党
系
が
何
名
、
野
党
系
が

何
名
と
い
う
よ
う
に
正
確
に
確
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、「
国

制
危
機
」
の
政
治
的
な
緊
張
が
高
ま
り
始
め
る
少
し
前
で
、
比
較
的

多
く
（
四
〇
三
人
）
の
下
院
議
員
が
参
加
し
て
い
た
一
七
八
一
年

一
二
月
一
二
日
の
表
決
を
一
例
と
し
て
見
て
み
る
と
、
当
日
の
表
決

に
参
加
し
た
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
の
行
動
は
、
与
党
支
持
二
〇
、

野
党
支
持
三
二
に
分
か
れ
た）
（1
（

。
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
期
の
他
の
表
決

に
お
け
る
行
動
の
記
録
も
参
照
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
印
象
と
し
て

は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
の
「
国
制
危
機
」
以
前
の
元
々
の
与
野
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党
支
持
の
分
布
は
、
ホ
イ
ッ
グ
党
支
持
に
傾
斜
し
た
野
党
系
議
員
の

方
が
や
や
多
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）
（1
（

。

　
議
事
へ
の
参
加
に
必
ず
し
も
熱
心
で
は
な
い
「
独
立
派
」
タ
イ
プ

の
議
員
が
過
半
数
を
し
め
て
い
た
一
八
世
紀
の
下
院
で
は
、
通
常
は

多
く
の
案
件
の
審
議
が
比
較
的
少
数
の
議
員
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い

た
が
、
国
政
上
の
重
大
局
面
に
あ
た
っ
て
、
世
論
の
関
心
の
高
ま
り

も
受
け
て
、
よ
り
多
く
の
議
員
が
表
決
に
も
参
加
す
る
よ
う
な
事
態

に
な
る
と
、
政
界
領
袖
に
よ
る
制
御
を
あ
ま
り
受
け
ず
自
由
に
動
く

こ
と
の
で
き
る
大
量
の
「
独
立
派
」
議
員
の
動
向
が
、
政
局
の
行
方

に
も
一
定
の
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
際
に
は
、
本
来
は
与
党
系

の
独
立
派
議
員
が
、
政
府
・
与
党
側
が
誤
っ
て
い
る
と
感
じ
た
案
件

に
つ
い
て
は
政
権
へ
の
支
持
を
撤
回
し
た
り
、
野
党
系
の
独
立
派
議

員
が
野
党
「
政
治
家
」
の
露
骨
な
権
力
志
向
を
嫌
っ
て
む
し
ろ
与
党

支
持
に
回
っ
た
り
す
る
な
ど
、行
動
の
自
由
度
の
大
き
さ
と
い
う「
独

立
派
」
の
特
性
が
し
ば
し
ば
発
揮
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
元
々
は
野
党
系
で
あ
っ
た
議
員
に

つ
い
て
み
る
と
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
結
成
の
約
一
年
前
の
一
七
八
三
年
二
月

一
七
日
の
表
決
に
お
い
て
は
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
仇
敵
ノ
ー
ス
と
結
ん

で
ま
で
も
強
引
に
シ
ェ
ル
バ
ー
ン
政
権
の
打
倒
を
は
か
っ
た
こ
と
に

は
否
定
的
で
、
大
量
に
そ
の
立
場
を
変
え
て
い
る
。
一
年
二
カ
月
前

の
一
七
八
一
年
一
二
月
一
二
日
の
表
決
で
は
野
党
を
支
持
し
て
い
た

三
二
人
の
議
員
の
う
ち
、
こ
の
日
の
表
決
で
は
二
四
人
が
与
党
支

持
に
回
り
、
三
人
が
棄
権
を
す
る
こ
と
に
よ
り
野
党
票
を
減
ら
し

た
。
こ
の
結
果
、
翌
年
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
結
集
す
る
独
立
派
の
議
員
で
二

月
一
七
日
の
表
決
に
参
加
し
た
五
九
人
中
、
野
党
側
を
支
持
し
た
の

は
わ
ず
か
一
五
人
（
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
野
党
系
独
立
派
議
員
の
例
ほ

ど
劇
的
な
変
化
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
七
八
一
年
一
二
月
一
二
日
の

表
決
で
与
党
を
支
持
し
て
い
た
二
〇
人
に
つ
い
て
も
、
三
カ
月
ほ
ど

後
の
八
二
年
三
月
一
五
日
に
ノ
ー
ス
政
権
最
末
期
の
信
任
投
票
が
行

わ
れ
た
際
に
は
、
引
き
続
き
与
党
へ
の
支
持
が
確
認
で
き
た
人
数
は

一
五
人
へ
と
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
与
党
系
独
立
派
の
ノ
ー
ス

政
権
離
れ
と
い
う
流
れ
は
、
二
年
後
に
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
に
加
わ
る
人
び

と
の
間
で
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
り）
（1
（

、
ノ
ー
ス
は
こ
の
表
決
で
は
勝
利

を
得
た
も
の
の
、
与
野
党
の
票
差
は
下
院
全
体
で
わ
ず
か
九
票
に
ま

で
減
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
五
日
後
に
は
退
陣
を
表
明
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー

プ
に
集
ま
っ
た
「
独
立
派
」
タ
イ
プ
の
議
員
は
、
与
党
系
・
野
党
系

の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
政
界
の
領
袖
か
ら
は
距
離
を
と
り
、
過
度
の
党

派
性
を
否
定
し
た
自
由
度
の
大
き
な
政
治
行
動
に
よ
っ
て
、
与
野
党

間
の
政
局
の
方
向
性
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
役
割
を
議
会
で
果

た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
一
七
八
四
年
一
月
下
旬
か
ら
二
月
に
か
け
て
の
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
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と
し
て
の
彼
ら
の
動
き
が
、
七
八
人
と
い
う
無
視
し
え
な
い
ま
と

ま
っ
た
人
数
を
擁
し
な
が
ら
も
奏
功
し
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う

事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
当
時
の

与
野
党
間
の
政
治
的
対
立
の
磁
場
が
あ
ま
り
に
も
強
く
な
っ
て
し
ま

い
、「
独
立
派
」
タ
イ
プ
の
議
員
も
、
与
野
党
い
ず
れ
の
領
袖
か
ら

も
距
離
を
と
っ
て
、
通
常
支
持
し
て
い
る
側
か
ら
逆
側
へ
と
賛
同
票

を
入
れ
る
対
象
を
自
由
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
巧
ま
ず
し
て
政
局

の
一
種
の
バ
ラ
ン
サ
ー
と
し
て
働
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
一
七
八
四
年
初
頭
、
Ｓ
Ａ

Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
政
界
の
領
袖
か
ら
距
離
を
と
っ
て
自
由
に
ふ

る
ま
う
と
い
う
「
独
立
派
」
の
本
性
に
合
っ
た
独
自
の
行
動
様
式
に

従
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
治
の
混
迷
と
い
う
現
下
の
危
機
を

乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
ピ
ッ
ト
や
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
公
爵
な
ど
の
与

野
党
の
領
袖
と
む
し
ろ
関
係
を
密
に
し
て
い
っ
て
両
者
の
和
解
を
促

す
働
き
か
け
を
行
う
し
か
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政

党
の
意
義
と
役
割
を
強
調
す
る
ホ
イ
ッ
グ
党
の
成
長
と）
（1
（

、「
国
制
危

機
」
を
通
じ
て
の
ホ
イ
ッ
グ
党
と
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
対
立
の
激

化
の
た
め
に
、
独
自
の
特
徴
的
な
行
動
様
式
を
そ
れ
ぞ
れ
に
有
す
る

三
つ
の
タ
イ
プ
の
下
院
議
員
の
併
存
を
前
提
と
し
た
一
八
世
紀
下
院

の
政
治
構
造
が
崩
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　「
独
立
派
」
タ
イ
プ
の
議
員
を
集
め
た
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・

タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
与
野
党
和
解
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ

り
、
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
・
ピ
ッ
ト
与
党
と
フ
ォ
ッ
ク
ス
野
党
の
間

の
激
し
い
対
立
は
、
一
七
八
四
年
春
の
総
選
挙
に
よ
り
前
者
の
勝
利

で
決
着
を
見
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
閣
僚
の
任
免
は
国
王
の
権
限

に
属
す
る
と
い
う
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
国
制
論
的
主
張
が
政
界
内
で
確

認
さ
れ
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
意
味
し
な
い
。
一
七
八
四
年
以
降
、
議

会
は
明
ら
か
に
ピ
ッ
ト
与
党
と
フ
ォ
ッ
ク
ス
野
党
と
が
対
峙
す
る
場

と
な
り
、
次
に
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
後
継
政
権
と
し
て

は
フ
ォ
ッ
ク
ス
率
い
る
ホ
イ
ッ
グ
党
政
権
が
当
然
に
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
す
ら
そ
う
し
た
感
覚
を
共

有
し
て
い
た）
（1
（

。
そ
れ
は
新
し
い
二
大
政
党
制
的
な
状
況
が
成
立
し
つ

つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
八
世
紀
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
見
ら

れ
た
古
き
議
会
政
治
の
世
界
、
下
院
に
三
つ
の
タ
イ
プ
の
議
員
が
併

存
し
て
い
て
、
政
党
指
導
者
は
、「
政
治
家
」
タ
イ
プ
の
議
員
の
リ
ー

ダ
ー
で
し
か
な
く
、「
宮
廷
・
行
政
府
党
」
と
「
独
立
派
」
タ
イ
プ

の
議
員
を
直
接
的
に
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
古
き
議
会
政
治
の
世
界

の
機
微
に
精
通
し
、
一
七
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
前
半
に
か
け
て

国
王
・
与
党
側
の
政
治
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
与
党
の
勢
力
固
め
に
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セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
イ
ギ
リ
ス
近
代
政
党
制
の
成
立
（
青
木
）

力
を
発
揮
し
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
、
一
七
八
四
年
総
選
挙
後

は
活
躍
の
場
を
失
い
忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は）
（1
（

、

「
国
制
危
機
」
か
ら
誕
生
し
た
二
大
政
党
制
的
な
政
治
状
況
の
新
し

さ
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。



－  153  －

史
苑
（
第
八
一
巻
第
一
号
）

註（１
）
青
木
康
「
議
会
」
近
藤
和
彦
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
入
門
』（
山
川

出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、
二
三
一
、二
四
〇
～
二
四
五
頁
。

（
２
）
ピ
ッ
ト
は
自
ら
の
与
党
を
ト
ー
リ
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
ト
ー
リ

の
名
は
彼
の
死
後
、
そ
の
後
継
者
た
ち
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
彼
が
率
い
た
与
党
は
ト
ー
リ
党
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
下
院
議
員
七
八
人
の
リ
ス
ト
は
、Annual R

egister , 
1784/5, p.268. 

こ
れ
に
基
づ
く
リ
ス
ト
が
、
英
語
版W

ikipedia 
'St.A

lban's Tavern group'<https://en.w
ikipedia.org/ w

iki/
St._A

lban%
27s_Tavern_group, 

閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
八
月

一
三
日>

に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
各
議
員
の
選
出
区
と
初
当
選
年

次
も
示
さ
れ
て
い
て
便
利
で
あ
る
が
、
選
出
区
の
表
示
の
一
部
に
は

誤
り
が
見
ら
れ
る
。

（
４
）John C

annon, The Fox-N
orth C

oalition: C
risis of the

 C
onstitution, 1782-4 , C

am
bridge U

niversity Press, 
1969;Paul K

elly, "British Politics, 1783-4: the Em
ergence 

and Trium
ph of the Y

ounger Pitt's A
dm

inistration", 
B

ulletin of the Institute of H
istorical R

esearch , 54, 1981; 
Annual R

egister , 1784/5, pp.265-272.

（
５
）
本
稿
が
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
下
院
議
員
の
分
析
に
あ
た
っ
て
利
用
す
る
指

標
の
意
味
や
比
較
の
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
木
康
『
議
員
が

選
挙
区
を
選
ぶ
　
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
』（
山
川
出
版

社
、
一
九
九
七
年
）、
同
「
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
西
部
の
下
院

議
員
─
議
員
と
選
出
区
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
同
編
著
『
イ
ギ
リ
ス

近
世
・
近
代
史
と
議
会
制
統
治
』（
吉
田
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
所
収
、

同
「
ネ
イ
ボ
ブ
議
員
出
現
の
衝
撃
─
イ
ン
ド
成
金
と
イ
ギ
リ
ス
議
会
」

『
史
潮
』
新
八
四
号
、
二
〇
一
八
年
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
図
表
１
の
議
員
の
配
列
は
、
お
お
よ
そ
名
前
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
に
な
っ
て
い
る
原
資
料
（Annual R

egister , 1784/5, p.268

）

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
座
長
と
し
て
冒
頭
に
記
載
さ
れ
て
い

た
ト
マ
ス
・
グ
ロ
ヴ
ナ
ー
は
、
姓
名
か
ら
見
て
適
当
な
位
置
（
二
二

番
）
に
並
べ
た
。
議
員
名
の
表
記
は
、
儀
礼
上
の
爵
位
を
姓
名
に
変

更
す
る
な
ど
、
原
資
料
か
ら
適
宜
改
め
て
い
る
。
ま
た
、
二
五
番
の

ハ
ー
ヴ
ェ
イ
（Eliab H

arvey

）
は
、
原
資
料
で
は  E. H

ervey, 
esq.

で
あ
る
が
、
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
下
院
議
員
が
見
当
た
ら

な
い
（
先
の
註
３
で
言
及
し
た
英
語
版W

ikipedia

の
リ
ス
ト
で
は
、

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
選
出
区
・
初
当
選
年
次
欄
が
空
白
に
な
っ
て

い
る
）
た
め
、E. H

arvey

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

Eliab H
arvey 

は
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
の
リ
ス
ト
六
八
番
の

ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ラ
ッ
ト
の
支
援
を
受
け
て
同
じ
エ
セ
ッ
ク
ス
州
モ
ル

ド
ン
選
挙
区
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
り
、
後
に
は
同
州
の
州
選
出
議
員

と
な
る
と
い
っ
た
経
歴
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て

誤
り
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
の
議
員
履
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
よ
る
。

Lew
is N

am
ier and John Brooke, The H

ouse of C
om

m
ons 

1754-1790 , 3vols, H
M

SO
, 1964.

（
８
）
当
時
の
下
院
の
定
数
は
五
五
八
名
で
あ
っ
た
が
、
一
七
八
七
年
二

月
時
点
で
は
欠
員
が
二
あ
り
、
議
員
の
実
数
は
五
五
六
名
で
あ
っ
た
。

な
お
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
議
員
七
八
人
中
、
六
四
人
は
こ
の
時
点
で
下
院

の
議
席
を
し
め
て
お
り
、
下
院
議
員
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
載
さ
れ
た

五
五
六
人
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
９
）
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
青
木
康
「
選
挙
区
・
議
会
・
政
府
」
近

藤
和
彦
編
『
長
い
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
　
そ
の
政
治
社
会
』（
山
川
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セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・
タ
バ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
イ
ギ
リ
ス
近
代
政
党
制
の
成
立
（
青
木
）

出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
を
参
照
。

（
10
）
下
院
議
員
三
タ
イ
プ
論
に
つ
い
て
は
、
青
木
前
掲
『
議
員
が
選
挙

区
を
選
ぶ
』
八
五
～
一
〇
一
頁
、
青
木
康
「
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
朝
の
安
定
」

今
井
宏
編
『
イ
ギ
リ
ス
史
　
２
　
近
世
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
）
所
収
、
二
九
五
～
二
九
七
頁
。
図
表
２
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
文

献
に
所
載
の
図
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。

（
11
）
当
該
期
の
下
院
議
員
の
表
決
行
動
に
つ
い
て
は
、D

onald E. 
G

inter, (ed.), V
oting R

ecords of the B
ritish H

ouse of 
C

om
m

ons, 1761-1820 , 6
vols, H

am
bledon, 1995.

（
12
）
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
で
、
一
七
八
一
年
一
二
月
一
二
日
時
点
で

下
院
に
在
籍
し
て
い
た
の
は
七
二
人
、
そ
の
う
ち
五
二
人
が
こ
の
日

の
表
決
に
参
加
し
て
い
た
。
表
決
の
結
果
は
、
二
二
二
対
一
八
一
の

四
一
票
差
で
与
党
の
勝
利
。

（
13
）
以
下
の
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
独
立
派
」
タ

イ
プ
に
属
す
る
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
中
の
与
野
党
支
持
分
布
は
、

一
七
八
四
年
一
月
の
グ
ル
ー
プ
結
成
ま
で
時
と
と
も
に
変
化
す
る
。

先
の
註
４
で
掲
げ
たCannon, C
oalition , p.176 
で
は
、
結
成
直

前
の
一
七
八
三
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
上
旬
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
イ
ン

ド
法
案
に
関
す
る
下
院
の
表
決
デ
ー
タ
（
筆
者
と
は
微
妙
な
違
い
が

あ
る
が
、
キ
ャ
ノ
ン
の
計
算
で
は
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
側
支
持
一
九
、
ピ
ッ

ト
側
支
持
三
三
）
か
ら
、Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
は
、与
党
側
の
「
ピ
ッ

ト
支
持
者
が
か
な
り
の
多
数( considerable m

ajority

）
を
し
め

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
前
掲
（
註
４
）
のK

elly, "B
ritish Politics", p.71; Ian R

. 
C

hristie, T
he E

nd of N
orth's M

inistry 1780-1782 , 
M

acm
illan, 1958, pp.335-337 

に
よ
れ
ば
、
ノ
ー
ス
政
権
末
期

に
は
、
二
年
後
の
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
と
も
人
的
重
な
り
が
大
き

い
独
立
派
の
議
員
グ
ル
ー
プ
が
、
や
は
り
セ
ン
ト
・
オ
ル
バ
ン
ズ
・

タ
バ
ー
ン
に
集
ま
り
、
行
動
方
針
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見

ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
方
針
は
、
ノ
ー
ス
政
権
が
こ
れ
以
上
戦
争

継
続
路
線
を
と
る
こ
と
は
支
持
し
な
い
と
い
う
も
の
で
、
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｇ

の
よ
う
に
野
党
に
も
働
き
か
け
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
点
は
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
15
）
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム
侯
爵
指
導
下
の
ホ
イ
ッ
グ
党
が
、
政
党
の
意
義
と

役
割
を
強
調
し
た
こ
と
で
政
党
史
の
う
え
で
特
別
の
重
要
性
を
も
つ

こ
と
に
つ
い
て
は
、Frank O

'G
orm

an, The R
ise of Party in 

E
ngland: The R

ockingham
 W

higs 1760-82 , G
eorge Allen 

&
 U

nw
in, 1975.

（
16
）B

rian H
ill, The E

arly Parties and Politics in B
ritain, 

1688-1832 , M
acm

illan, 1996, p.145. 

（
17
）Andrew

 Connell, "‘The potent spirit of the black-brow
ed 

Jacko’: new
 light on the im

pact of John R
obinson on high 

politics in the era of the A
m

erican Revolution, 1770–84", 
H

istorical R
esearch , 86, 2013, p.294.
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